
補助金等の交付により造成した基金、公益法人の行う融資等業務及び

特別の法律により設立される法人の見直し等について 
 

 平成 18 年 12 月 24 日 

 行政改革推進本部決定 

   

１．「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」の対象となる基金及び公

益法人の行う融資等業務の見直し 

 

  補助金等の交付により造成した基金及び公益法人の行う融資等業務については、 

「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」（平成 18 年 8 月 15 日閣議 

決定。以下「基金基準」という。）並びに「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24

日閣議決定）及び「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」（平成 18 年法律第 47 号。以下「行革推進法」という。）第 14 条第 3 号に基づき

見直しを行ってきたところであり、今般講ずることとした措置内容等は、以下のとおり

である。 

 

  基金法人所管府省及び融資等業務所管府省（補助金等の交付により又は法令に

基づき公益法人に融資等業務を行わせている府省をいう。以下同じ。）は、今般の措

置内容等及び基金基準に定める措置が着実に実行されるよう法人の指導監督を行

う。特に、国からの補助金等に関し国庫への返納を行うこととした基金については、こ

れが確実に実施されるよう法人の指導監督を行う。このため、基金法人所管府省は、

必要に応じて基金基準に基づく補助金交付要綱等の改正を法人と協議した上で実施

する。 

 

（1）主要な措置 

ア 基金法人は、基金基準に基づき算出した保有割合が「1」を大幅に上回る等

の場合、原則として、国からの補助金等の国庫への返納等を行い、適切な規

模に縮減する。（注：算出式） 

 

イ 融資等業務実施公益法人（補助金等の交付を受けて又は法令に基づき融

資等業務を行っている公益法人をいう。以下同じ。）は、直近 3 年以上実績が

ない事業等について特段の事情がない限り廃止するととともに、保証割合が

100％の債務保証事業について民間の自発的な活カを引き出す観点から原則

として部分保証を導入する。 

ウ 基金法人所管府省は、原則として、1 O年を超えなしヽ範囲内で事業を終了

する時期を設定する。 
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エ 基金法人及び融資等業務所管府省は、原則として、平成21年度において、

目標達成度の評価を行い、当該評価の結果及び事業の実績を踏まえ、事業

の継続の必要性、基金又は補助金等の規模が適切かどうかについて検証し、

必要な見直しを行う。 

 

オ 基金法人所管府省及び融資等業務所管府省は、上記の見直しを的確なも

のとするため、原則として、事業の効果又は実績に着目して定量的な目標を

設定する。 

 

カ 国・地方行政改革担当大臣は、エの見直しの結果を取りまとめる。 

 

キ 融資等業務実施公益法人は、基金基準に準じて融資等業務に関する事項

について公表するとともに、融資等業務所管府省においても、同様の公表を

行う。 

 

（2）基金及び公益法人の行う融資等業務ごとの措置 

上記（1）に掲げる措置等のほか、基金及び公益法人の行う融資等業務ごとの

措置内容等は、別表 1のとおりである。 

 

2 「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準」の対象となる

法人の見直しについて 

 

特別の法律により設立される法人については、「特別の法律により設立される法

人の運営に関する指導監督基準」（平成 18 年 8 月 15 日閣議決定）に基づき見直し

を行ってきたところであり、法人ごとの措置内容等は、別表 2 のとおりである。 

所管府省は、今般の措置内容等及び当該基準に定める措置が着実に実行され

るよう法人の指導監督を行う。 

 

3 特殊法人の行う融資等業務の見直し 

 

特殊法人（現行政策金融機関、住宅金融公庫及び株式会社であるもの以外の

もの）の行う融資等業務については、行革推進法第 14 条第 2 号の規定等に基づき

見直しを行ってきたところであり、特殊法人ごとの措置内容等は、別表 3 のとおりで

ある。 

 

 

（注）債務保証事業（保有型） 

直近年度末の基金額×基金保有額に対する債務保証限度額の倍率÷（債務保証

残高＋債務保証見込み額＋損失引当金等＋管理費） 
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（別表１）関係分抜粋 

 

法人名 

基金名 

（見直しの対象となっ

ている融資等業務の

事業名） 

措置内容等 

（社）日本鉄源

協会 

債務保証基金 

（債務保証事業） 

○ 平成 20 年度をもって基金事業を廃止

し、新規申請の受付を終了 

○ 平成21年度以降、国からの補助金の

うち、後年度負担の支払財源等として

必要のない額を国庫に返納するな

ど、毎年度基金の取り扱いを検討し

残事業終了時に国からの補助金の残

額を国庫へ返納 
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